
 

事案名 むつ市（大湊地区）の事案（青森県２－２－１）  
フォローアッ

プ調査資料 

・「旧軍ガス弾等の全国調査結果報告（案）」資料１の２〔１〕

・『相模海軍工廠』１９８４年〔２〕 

・「毒瓦斯及其ノ充填兵器処理ニ関スル件」昭和２０年９月

〔３〕 

・「日本海軍ニ於ケル化兵戦関係概況」〔４〕 

・『大湊警備府沿革史―北海の護り―』〔５〕 

・「局地終戦処理概報」第２号 自昭和２０年９月１７日 至昭

和２０年１０月６日〔６〕 

・「『旧軍毒ガス弾等の全国調査』のフォローアップ調査につい

て」平成１５年８月２９日〔７〕 

・「陸奥湾内の毒ガス弾等の投棄所在確認調査等に関する資料」

昭和４７年７月〔８〕 

・『読売新聞』昭和４７年７月１０日〔９〕 

・「『旧軍毒ガス弾等の全国調査』のフォローアップ調査につい

て」平成１５年９月３０日〔１１〕 

 

追加資料 

 

・『読売新聞』昭和４７年７月１０日〔Ａ１〕 

・『大湊警備府沿革史―北海の護り―』〔Ａ２〕 

・『むつ市史 近代編（明治・大正時代）』〔Ａ３〕 

・『平成１６年度国内における旧軍毒ガス弾等に係る情報収集及

び取りまとめ業務報告書』〔Ａ４〕 

・『太平洋戦争下の大湊警備府（下巻）』〔Ａ５〕 

・『大湊地方隊３０年史』〔Ａ６〕 

・『大湊警備府の終焉－米海軍の緊急占領－』〔Ａ７〕 

・「陸奥湾内の毒ガス弾等の投棄所在確認調査等に関する資料」

昭和４７年７月〔Ａ８〕 

・『平成１６年度Ｂ／Ｃ事案における第２次地下水調査業務 報

告書』〔Ａ９〕 
 

平成１５年度

フォローアッ

プ調査報告書

の要約 

○生産・保有情報 

・終戦時（昭和２０年）大湊警備府には、毒ガス弾２０００発

が保有されていたと記載されている〔１〕。 

・昭和２０年９月９日における大湊の瓦斯充填兵器の現在高

は、イペリット充填爆弾約３０００発が保有されていたと記

載されている〔２〕〔３〕〔４〕。 

・昭和２０年８月３１日付で大警司令部が纏めた保有状況によ

ると大湊（航空廠）では、６０キロ毒ガス弾２００個が保有

されていたと記載されている〔５〕。 

・終戦時に米側が大湊に関して「毒瓦斯爆弾３０００個在リト

ノ情報アリ」とのことで、日本側に処分の状況を質問する記

述がある〔６〕〔７〕。 
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・戦史研究家の研究によれば、「大湊海軍の毒ガス弾は、全て

永下隧道に保管しており、終戦直前に６０ｋｇイペリット弾

２０００発が保有されていた」と記述されている〔７〕

〔８〕。 

・旧軍関係者（元海軍一等水兵）の証言として、「終戦時に大

湊航空隊の爆弾類処理班員として爆弾類の確認や処分作業を

担当した。特殊爆弾（毒ガス弾）２０００個がずい道内弾薬

庫に保管されていたが全部がイペリットではなかったと思

う。毒ガス弾は、糜爛性、クシャミ性、催涙性の三種であっ

たと思う。そのうち、糜爛性（イペリット）は、約５００個

と記憶している。毒ガス弾は、愛知県豊橋市の海軍工廠より

配布されたものである。なお、三沢爆撃隊にも若干配置され

ていたと思う」と記載されている〔７〕〔８〕。 

・旧軍関係者（元大湊防備隊甲板下士官）の証言として、「毒

ガス弾が大湊にあったことは、事実。宇曽利爆薬庫に特殊爆

弾等が格納されていた（これは、終戦時爆破され、現在大湊

海上自衛隊では立入禁止区域にしている）。」と記載されて

いる〔７〕〔８〕。 

・旧軍関係者（元大湊警備府司令長官）の証言として、「大湊

警備府に毒ガス弾が持ち込まれたのは、昭和２０年８月１７

日か１８日頃。５０００から６０００トン級の輸送船２から

３隻で重さ６０キロの毒ガス弾２０００発が到着した。２０

００発全部がイペリットだった」と記載されている〔９〕。

・旧軍関係者（元海軍大佐大湊軍需部長）の証言として「ガス

弾なるものは終戦に当面し、大湊に疎開させられたか、また

は、野辺地弾薬庫に終戦前後格納したものではないかと思

う」と記載されている〔７〕〔８〕。 

 

○現在の状況 

・永下隧道は、戦後、一般道路に供されていたが、現在では危

険予防のため、むつ市の管理により鉄扉等の設置のうえ、施

錠し封鎖されている〔１１〕。 

・宇曽利弾薬庫は終戦時に爆破され、その跡地は現在海上自衛

隊大湊基地の弾薬整備補給所となっている〔１１〕。 

 

新たな情報 ○廃棄・遺棄情報 

＜フォローアップ調査の補足情報＞ 
・旧軍関係者（元大湊警備府司令長官）の証言として、昭和２

０年８月１７日か１８日頃に大湊に持ち込まれたとされる毒

ガス弾は、その後海洋投棄されたとの情報がある〔Ａ１〕。

・地元の戦史研究家の研究によれば、「米軍から大湊地区の毒

ガス爆弾３，０００個の処分について参照があり、大警司令

部では、保管中の２，０００個については米軍が進駐する前

 20



 

に陸奥湾で処分し、他の１，０００個については大湊に輸送

時、北海道に運ばれたと回答した」との記載があるが根拠

（情報の出典）は示されていない〔Ａ２〕。 

・毒ガス爆弾について「『昭和２０年の春、下北駅で降ろし、

トラックで永下の隧道に保管した。終戦後に、いち早く毒ガ

ス爆弾の処分に従事し、シャラン船等で陸奥湾の中央に投棄

した』と証言（航空廠勤務者）している」との記載がある

〔Ａ２〕。 

・｢８月１８日から１週間がかりで大湊海軍航空隊の補給隊で

は、爆弾や毒ガス等を津軽海峡などに投棄｣との記載がある

〔Ａ３〕。 

 

○その他情報 

（１）宇曽利弾薬庫及び永下隧道に係る情報 
・宇曽利弾薬庫は、現在の海上自衛隊大湊弾薬補給所内に存

在していた。旧施設名は、以下の通り（ただし下記施設は

現在存在していない）〔Ａ４〕。 

弾薬庫（コンクリート隧道造） ７０８m2 

信管庫（鉄筋コンクリート製）  １５６m2 

火工品庫（コンクリート隧道造）３５㎡ 

・なお、永下隧道の管理は、第４１航空廠大湊支廠が行って

いた〔Ａ４〕。 

（２）第４１航空廠に係る情報 
・第４１海軍航空廠は、昭和１９年春以降に本格的に操業を

開始した。１９年１０月の組織改定により、本廠は千歳に

移って大湊が支廠となり、分工場は三沢及び美幌におかれ

た〔Ａ５〕。 

・第４１航空廠跡地には現在、海上自衛隊大湊弾薬補給所が

存在している〔Ａ６〕。 

 

（３）大湊海軍軍需部に係る情報 

・軍需部は、大湊警備府管内で行動する艦船部隊、航空部隊

及び陸上部隊に対して軍需品の供給を行っていた。軍需部

には、隧道を含めた倉庫が約１２０棟存在した〔Ａ２〕。

 

（４）戦後処理に係る情報 

・大湊では昭和２０年８月２２日、兵器、軍需品の引渡しに

関する中央の方針（官房機密第２２１６００番電）によ

り、各部隊で引渡しの準備を進めた。そして、昭和２０年

１０月４日の連絡調整会議において米海軍から爆弾、砲

弾、爆雷、機雷等は全部、陸奥湾内に投棄処分の作業開始

の命令を受け、作業は米海軍立会いのもとで実施した。使

用桟橋は、下北埠頭、軍需部桟橋等でこれらの桟橋で積出
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しをして投棄海面は陸奥湾中央部であった〔Ａ７〕。 

・大湊地区は、各地から多量の軍需品が集積されていたが、

野積みのような状態であった。このため、米軍（第５６任

務部隊）は、弾薬等の分散を防ぐため、数ヶ所に集める作

業を日本側に命じたとの情報がある〔Ａ２〕。 

・毒ガス弾との情報は不明だが、元海軍軍需部長の話では、

弾薬類の投棄は昭和２０年１０月７日頃から昭和２０年１

０月２０日頃まで行われた。野辺地弾薬庫で保管していた

弾薬類は、終戦後、軍により倉庫名と在庫数を県庁に報告

し、処分にあったっては県側の責任となったと思っている

と話している〔Ａ８〕。 

・環境省が実施した地下水調査の結果、毒ガス関連成分は検

出されなかった〔Ａ９〕。 
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事案名 むつ市（大曲地区）の事案（青森県２－２－２）  
フォローアッ

プ調査資料 

・「『旧軍毒ガス弾等の全国調査』のフォローアップ調査につい

て」平成１５年８月２９日〔７〕 

・証言（元海軍２等兵）〔１０〕 

 

追加資料 

 

・『平成１６年度国内における旧軍毒ガス弾等に係る情報収集及

び取りまとめ業務報告書』〔Ａ１〕 

・『平成１６年度Ｂ／Ｃ事案における第２次地下水調査業務 報

告書』〔Ａ２〕 
 

平成１５年度

フォローアッ

プ調査報告書

の要約 

○廃棄・遺棄情報 

・毒ガス弾等であるかは不明だが、証言によると､証言者（元

海軍２等兵）は、終戦前後、現むつ市大曲地区の国道２７９

号線からトラックで海側にドラム缶（中身不明）数１０本を

２回にわたり運び込み、上官の指示に従って５～６人の軍人

が砂地に埋設した。詳細な内容は聞かされていない。当時埋

設場所には、全部で１００～２００本程度のドラム缶があっ

たと述べている〔７〕〔１０〕。 
・証言によると、証言者（軍事史研究家）はむつ市大曲地区は

通常の火薬等の加工を行っていたので、火薬類の原料をドラ

ム缶ごと海岸に捨てたことは充分考えられると記載されてい

る〔７〕。 
 

新たな情報 ○その他情報 

・現在は、自然海岸と護岸工事が施されている海岸となってい

る。現地踏査では周辺に民家はなく松林や牧場等が存在して

いる〔Ａ１〕。 

・環境省が実施した地下水調査の結果、毒ガス関連成分は検出

されなかった〔Ａ２〕。 
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